
新潟市公告第２７０号 掲示期間 5.28 - 6.6 

 

入  札  公  告 

 

 下記のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６及び新潟市契約規則（昭和５９年新潟市規則第２４号）第８条の規定に基づ

き公告します。 

 

 令和７年５月２８日 

 

新潟市長 中 原 八 一 

 

１ 入札に付する事項 

（１）件 名 南区役所・味方出張所・月潟出張所清掃業務委託 

（２）品質・規格・数量など 仕様書のとおり 

（３）契約の条項を示す場所 新潟市南区役所地域総務課 

（４）入札日時・場所 令和７年６月１２日 １３時４５分 

新潟市南区役所 ４０３会議室 

（５）履行期間・履行場所 令和７年７月１日から令和１０年６月３０日まで 

新潟市南区役所 

（新潟市南区白根１２３５番地） 

新潟市南区役所味方出張所 

（新潟市南区味方１５４４番地） 

新潟市南区役所月潟出張所 

（新潟市南区月潟５３５番地） 

（６）入札保証金 新潟市契約規則第１０条第２号により免除 

（７）入札を無効とする場合 新潟市契約規則第１７条第１項の規定に該当する

ときは無効とし、入札者が談合その他不正な行為を

したと認められる場合はその入札の全部を無効と

します。 

（８）入札を中止とする場合 新潟市契約規則第１９条第１項の規定に該当する場

合は、入札を中止することがあります。 

（９）談合情報等により公正な入札

が行われないおそれがあると

きの措置 

談合情報等により、公正な入札が行われないおそれ

があると認められるときは、入札期日を延期し、ま

たは取りやめることがあります。 



（10）契約保証金 新潟市契約規則第３３条及び第３４条の規定によ

ります。 

（11）予定価格 事後公表 

（12）最低制限価格 設ける 

（13）契約締結について議会の議決

を要するための仮契約 

無 

（14）その他（注意事項等） ・契約方式は、総価での入札とします。 

・本契約は長期継続契約となります。初年度分の金

額での入札とし、翌年度以降、予算の減額により契

約の変更又は解除を行う可能性があります。 

・予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格

以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格

をもって入札した者を落札者とします。最低制限価

格は、あらかじめ定めた最低制限基本価格と開札時

に求めるランダム係数により決定するため、入札参

加者はランダム係数決定のためのくじ引きに参加

するものとします。 

・この契約は賃金スライド制度の対象となります。 

 

２ 入札参加資格の要件 

（１） 新潟市内に本社（店）があり、かつ、本市の競争入札参加資格者名簿（業務委託）

に登載されている者 

（２） 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者 

（３） 新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止措

置を受けていない者 

（４） 新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領の別表第２の９の措置要件

に該当しない者 

 

３ 入札の参加手続 

一般競争入札に参加を希望する場合、次により申請してください。なお、入札参加申請

者名は入札終了まで公表しません。 

（１） 提出書類 一般競争入札参加申請書（別記様式第２号） ２部 

（２） 提出先  新潟市南区役所地域総務課 

〒９５０－１２９２ 新潟市南区白根１２３５番地 

  新潟市南区役所３階 

  電話   ０２５－３７２－６４４０ 



  ファクス ０２５－３７３－３９３３ 

（３） 提出方法 持参又は郵送 

（４） 申請期限 令和７年６月１０日 午後５時 

（５） 受付期間 入札公告の日から申請期限の日の午前９時～午後５時 

（土・日・祝日を除く） 

 

４ 質疑書の提出について  

質疑事項がある場合は、次により質疑書を提出してください。 

（１） 様式   別紙に準じて作成してください。 

（２） 提出期限 令和７年６月５日 午後５時 

（３） 提出先  ３（２）に同じ 

（４） 提出方法 ファックスのみとします。 

（５） 回答日  令和７年６月９日まで 

（６） 回答方法 個別にファックスにて回答するほか、ホームページに掲載します。 

（７） その他  電話での受付は一切行いません。 

  質疑書には件名を記入してください。また、返信用ファックス番号を

必ず記入してください。 

 

５ 入札時の注意事項 

（１） 入札参加申請後に入札を辞退する場合は、書面で届け出てください。 

（２） 入札時間に遅れた場合は、入札に参加できません。 

（３） 入札場所に入室できるのは、入札参加申請者毎に原則１名とします。 

（４） 代理人が入札する場合は、委任状を提出してください。 

（５） 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１

０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

の金額を切り捨てた金額）をもって落札者の入札価格とします。入札参加申請者は、

消費税にかかる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望

金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載してください。なお、入札金

額の訂正は無効とします。 

（６） 予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を一回行いま

す。ただし、初度入札で無効とされた者、失格となった者及び最低制限価格を設けた

ときであって最低制限価格未満の入札を行った者は、再度入札に参加できません。 

（７） 予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した者が２者以上ある場合は、くじ

引きで落札者を決定します。 

 

 



６ 落札者の決定 

落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知するとともに速やかに公表し

ます。 

ただし、落札者と決定した者が契約締結までの間に指名停止を受けた場合は、落札決定

を取り消し、仮契約を締結していた場合は、本契約を締結しないものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第２号 

 

一般競争入札参加申請書 

 

年  月  日 

 

（宛先）新潟市長 

 

申請者 

郵便番号    

所在地     

商号又は名称  

代表者氏名   
（押印不要） 

担当者     

（電話                  ） 

（ＦＡＸ番号               ） 

 

 

下記入札の参加資格要件を満たしており、入札に参加したいので、新潟市物品等一般

競争入札実施要綱第５条第１項の規定により申請します。 

 

記 

 

公告年月日 令和７年５月２８日 

番   号 新潟市公告第２７０号 

件   名 南区役所・味方出張所・月潟出張所清掃業務委託 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

 

質    疑    書 

 

年 月 日 

 

住 所 

商号又は名称 

代表者氏名   
（押印不要） 

（担当者                 ） 

（ＦＡＸ番号               ） 

 

１ 番 号 新潟市公告第２７０号 

２ 件 名 南区役所・味方出張所・月潟出張所清掃業務委託 

 

質  疑  事  項 
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南区役所清掃業務仕様書 

 

１ 目的 

南区役所本庁舎の清掃を行うことにより、施設の美観及び清潔を保ち、衛生的な施設環境の維持を図

ることを目的とする。 

   

２ 対象 

この契約の対象は、次のとおりとする。 

（１）所在地   新潟市南区白根１２３５番地 

（２）施設名  南区役所 

（３）敷地面積 ９６５４．６１㎡ 

（４）面積等  本庁舎 構造： 鉄筋コンクリート造 ５階 

               延床面積：５１９９．６８㎡ 

清掃実施面積 屋内       ４０７３．８㎡ 

                       屋外（駐車場、屋上ほか） ㎡ 

               窓ガラス          ６７８．８㎡ 

        分庁舎 構造：鉄骨造 ２階 

               延床面積：４９７．１６㎡ 

清掃実施面積 屋内       ４４４．２㎡ 

                           窓ガラス      ７５．２㎡ 

（５）施設の開設時間等 

午前８時３０分～午後５時３０分 

休館日：土曜日、日曜日、祝日、年末年始 

 

３ 履行期間 

令和７年７月１日 から 令和１０年６月３０日 まで 

  

４ 業務管理  

（１）受託者は業務着手前に年間作業計画書及び作業方法をマニュアル化して提出し、新潟市（以下、

「市」という。）の承諾を得なければならない。 

（２）受託者は業務履行後に履行届・報告書を市に提出する。 

（３）契約終了後、市はこの契約に関しての業務評価を行う。 

（４）月毎に、すべての業務の履行を市が確認し委託料を支払う。 

  

５ 一般的事項 

（１）この仕様書は作業の大要を示すものであり、市が指示した軽易な作業又は本仕様書に記載されて

いない事項であっても、受託者は業務実施計画に影響を及ぼさない範囲で実施するものとする。 

（２）次に掲げる部分の清掃は省略することができる。 

  ア ロッカー、家具等（椅子等軽微な什器を除く）があり清掃不可能な部分。 

  イ 電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分。 

  ウ 執務中の清掃場所又は部位で、あらかじめ市に指示を受けた場合。 

（３）受託者は、本仕様書及び別表に基づき下記の書類を作成して市に提出し、市の承諾を得ること。 

ア 清掃業務実施計画書 毎月の実施計画書を、前月２５日までに提出。 

（ただし、令和７年７月分は契約と同時に提出する） 

イ 清掃業務実施報告書 作業日毎に、実施日の翌営業日午前９時まで。 

（４）受託者は、業務に従事する従事者の配置にあたっては、経験豊かで有能な者を選ぶこと。 

（５）受託者は、業務を総括するため、清掃業務経験が３年以上あり従事者を指導監督する能力を持ち、

かつビルクリーニング技能士の資格を有する者を１名業務責任者として選任すること。 

（６）業務責任者は、月２回以上対象施設を巡回し、施設の美観及び清潔を保ち衛生的な執務環境の維

持を図るために必要な指導監督を清掃業務従事者に対して行わなければならない。 

（７）受託者は、契約締結後、速やかに清掃業務従事者の名簿を提出しなければならない。 
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（８）受託者は、業務従事者の教育指導に万全を期し、風紀及び規律の維持に責任を負い、秩序の維持

に努めるものとする。 

（９）従事者の作業服は統一し清潔なものとする。なお，名札を付ける等見分けを容易にすること。 

（１０）市は、業務に関する指示等を行う際は受託者に対して行い、受託者の従事者に対し直接これを

行ってはならない。 

（１１）市は、受託者に対し業務において契約書及び本仕様書に適合しないと認めたときは、その業務

の内容変更及び手直しを命ずることができる。 

（１２）受託者及び従事者は、業務上知り得た市の業務に関する事項を他人に洩らしてはならない。な

おその職を退いた後も同様とする。 

（１３）受託者は、次に掲げる清掃用具のほか、清掃場所の床材等、各材質の特性及び機能を充分把握

したうえ、最適の清掃用具・清掃資材を用意し使用すること。なお、その選択にあたっては環境汚

染の少ないものを優先すること。 

ア 真空掃除機 

イ 吸水用真空掃除機 

ウ 床洗浄機（ポリッシャー、自動床洗浄機） 

エ 床磨き機（バフィングマシン） 

（１４）使用する清掃用具・清掃資材・支給材料又は貸与物品以外の消耗品はあらかじめ市の承諾を受

けること。 

（１５）日常清掃に使用する清掃用具・清掃資材及び消耗品は、市より指示された場所に、整理して保

管すること。 

（１６）水道水、電力の使用については、必要最小限にとどめ、特に照明は作業終了次第直ちに消灯す

ること。 

（１７）業務実施中施設に異常を発見した場合は、その都度市へ連絡しその指示を受けるものとする。 

（１８）業務の遂行に当たって関係法令を遵守し、火災、危害等の防止に注意するとともに、危険を伴

う業務には十分に安全を確保しなければならない。 

（１９）受託者は、委託契約が満了する際は、事前に手順書、業務引き継ぎ書及びその他必要な関係資

料等を作成し、市及び後任の受託者への引き継ぎを行うこと。 

（２０）この他、業務遂行上附帯的に実施が必要となる事項については、市の指示に応じて実施しなけ

ればならない。 

（２１）施設の利用状況や勤務者数・利用者数などに大きな変化があった場合、それに応じて業務内容

や契約内容・契約額等が変更になることがある。 

（２２）市が実施する賃金の抜き取り調査に協力すること。 

（２３）賃金の抜き取り調査の結果に基づき、市から是正指導を受けた場合は、誠意を持って対応する

こと。 

（２４）従事者が自家用車で通勤する場合の駐車場は自ら用意するものとし、区役所敷地内に駐車しな

いこと。 

 

６ 清掃業務区分  

清掃業務は次のように区分する。 

（１）日常清掃 

（２）定期清掃 

（３）特別清掃 

 

７ 清掃業務実施時期 

（１）日常清掃 

ア 始業時前 

  ごみの処理等始業時前までの必要作業（１日１回） 

イ 業務中 

  玄関の水洗い、マットの清掃、洗面所、廊下、階段等一般部分の清掃、ゴミ箱の清掃、 

玄関等出入りの激しいドア、ガラスの清掃、トイレの清掃（１日１回）、その他随時発生する各

所汚染の清掃、トイレ用消耗品及び給湯室用消耗品（洗剤等）の補給作業 
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ウ 終業後 

  ごみ捨て（１日１回）、事務室・会議室内の床掃き（月１回）、じゅうたんの真空清掃（月１回） 

（２）定期清掃  

ア 床洗浄、ワックス塗布 年２回（概ね半年に１回） 

イ 外部ガラス清掃 年２回（概ね半年に１回） 

ウ 照明器具清掃 年１回 

エ 区役所パネル清掃（本庁舎） 年１回 

オ モニュメント清掃（本庁舎） 年１回 

カ 雨樋清掃（分庁舎） １階屋根雨樋（14.4ｍ） 年２回（５.１１月） 

            ２階屋根雨樋（12.0ｍ） 年１回（５月） 

キ 空調機フィルター清掃（分庁舎）９台（非洗浄タイプ、天井設置） 年２回 

ク 換気扇清掃（分庁舎）２２台 年２回（概ね半年に１回） 

ケ 宿直室清掃（分庁舎） 年２回（概ね半年に１回） 浴室、押入、ブラインド及び備品を含む

宿直室全般の清掃 

※定期清掃は閉庁日（土曜、日曜、祝日）に行うこととし、具体的な日程については、市と協議の

上決定すること。 

（３）その他、行事の開催等に伴い清掃業務の必要が生じた時は、市の指示に従い清掃を実施しなけれ

ばならない。その場合上記（１）及び（２）に依らないこともある。 

（４）上記（１）及び（２）に指定した時間は、機器の搬入を含むものとする。 

 

８ 清掃業務の内容 

（１） 用語の定義 

  ア 「日常清掃」とは、１日もしくは週又は月単位の短い周期で日常的に行う清掃をいう。 

  イ 「定期清掃」とは、月又は年単位の周期で定期的に相当の間隔をおいて行う清掃をいう。 

ウ 「衛生消耗品」とは、トイレットペーパー、水石鹸、ゴミ回収用（サニタリーボックスなど）

のビニル袋等をいう。 

エ 「適正洗剤」とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業員の人体及び環

境に配慮したものをいう。 

オ 床の仕上げは次のとおりとする。 

仕上げ 床材の例 

弾性床 ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、弾性塗床等 

硬質床 陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル、レンガ、硬質塗床等 

繊維床 カーペット、じゅうたん等 

畳敷 畳等 

（２）日常清掃 

ア 床の日常清掃 

各施設における床の日常清掃は、以下の（ア）の類似の場所別、仕上げ別の作業項目を（イ）の

作業内容により適正に実施する。なお、場所、床仕上げ等の詳細は別表の通りとする。 

（ア）場所別、仕上げ別の作業項目 

場所（例） 仕上げ 作業項目 

玄関ホール、エレベーター 弾性床又は硬質床 ①除塵 

②部分水拭き 

フロアマット ①吸塵 

②水洗い 

廊下、エレベーターホール、階段、事務室、

会議室 

弾性床又は硬質床 ①除塵 

②部分水拭き 

繊維床 吸塵 

便所、洗面所、湯沸室 弾性床又は硬質床 ①除塵 

②全面水拭き 

和室 畳敷 ①吸塵 

②部分水拭き 
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（イ）作業項目別の作業内容 

作業項目 作業内容 

除塵 自在ぼうき又はフロアダスターで掃き、集めたごみを所定の場所に搬出す

る。真空掃除機を併用しても構わない。 

吸塵 真空掃除機でほこりを吸い取る。繊維床で容易に除去できるシミは、適正洗

剤を用いて汚れを除去する。 

部分水拭き 汚れの目立つ部分を汚れに応じて適正洗剤を用いて汚れを除去後、水拭きす

る。 

全面水拭き 床全面を汚れに応じて適正洗剤を用いて汚れを除去後、水拭きする。 

洗浄 適正洗剤を用いて、ブラシ又は床磨き機により洗浄し、水拭きする。 

水洗い 適正洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。なお、適正洗剤を用

いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。 

イ 床以外の日常清掃 

各施設の床以外の日常清掃は、以下の（ア）の類似の場所別の作業項目を（イ）の作業内容により

適正に実施する。なお、詳細は別表の通りとする。 

（ア）場所別の作業項目 

場所（例） 作業項目 

玄関ホール 玄関ガラス 部分拭き 

什器備品 除塵 

金属部分 除塵 

廊下、エレベーターホール、階段、事務

室、会議室ほか一般諸室 

ごみ箱 ごみ収集 

手すり 拭き 

便所、洗面所 ごみ箱 ごみ収集 

扉・便所へだて 部分拭き 

洗面台・水栓 拭き 

鏡 拭き 

衛生器具 洗浄 

衛生消耗品 補充 

汚物容器 汚物収集 

湯沸室 流し台 洗浄 

厨芥容器 厨芥収集 

エレベーター 壁・扉・操作盤 部分拭き 

扉溝 吸塵 

（イ）作業項目別の作業内容 

作業項目 作業内容 

玄関ガラス 部分拭き 汚れの目立つ部分をタオルで水拭き又は乾拭きする。 

什器備品 除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 

ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水

拭き及び乾拭きする。 

金属部分 除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 

手すり 拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 

窓台 除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 

部分拭き 汚れた部分を水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 

扉・便所へだて 部分拭き 汚れた部分を、水又は適正洗剤を用いて拭く。 

洗面台・水栓 拭き スポンジで適正洗剤を用いて洗浄し、タオルで拭く。 

鏡 拭き 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きする。 

衛生器具 洗浄 適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。 

衛生消耗品 補充 トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。 

汚物容器 汚物収集 内容物を収集し、容器の汚れた部分は、タオルで水拭き

及び乾拭きする。 
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流し台 洗浄 中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タ

オルで拭く。 

厨芥容器 厨芥収集 厨芥を収集し、容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭

く。 

壁・扉・操作盤 部分拭き 汚れた部分を、水又は適正洗剤を用いて拭く。 

扉溝 吸塵 真空掃除機で吸塵する。 

消耗品 補充 指定された消耗品を補充する。 

ウ 建物外部の日常清掃 

各施設の建物外部の日常清掃は、以下の類似の場所別の作業項目をそれぞれの作業内容により適

正に実施する。なお、詳細は別表の通りとする。 

場所別の作業項目及び作業内容 

場所（例） 作業項目 作業内容 

玄関廻り 床 除塵 ほうきで掃き、集めたごみを所定の場所に

搬出する。 

水拭き 汚れの強い床面をモップで水拭きする。 

犬走り・構内通路・駐車場 床 拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。 

（３）定期清掃 

  ア 床の定期清掃 

各施設の床の定期清掃は、以下の（ア）の仕上げ別の作業項目を（イ）の作業内容により適正に

実施する。なお、詳細は別表の通りとする。 

  （ア）仕上げ別の作業項目及び参考周期 

仕上げ等 作業項目 参考周期 

弾性床（床維持剤塗布） 洗浄A（洗浄及びワックス塗布） ２回／年 

  （イ）項目別の作業内容 

作業項目 作業内容 

洗浄A 

（洗浄及

びワック

ス塗布） 

①床面の除塵を行う。 

②床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 

③洗浄用パッドを装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。また、シ

ューズのラバーマーク等は適正洗剤を使用し汚れをふき取る。 

④吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 

⑤２回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。水

拭き作業は「全面水拭き」により行う。 

⑥樹脂床維持剤（ワックス等）を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗り

し、十分に乾燥する。塗布回数は原則として１回（格子塗り）とする。 

共通 ※１ 作業の最初に椅子等軽微な什器の移動を行う。また、洗浄水の侵入の

おそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。 

※２ 作業の最後に移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。 

※３ 階段洗浄時には、幅木、ノンスリップの清掃も行う。 
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イ 床以外の定期清掃 

各施設の床以外の定期清掃は、以下の作業項目及び作業内容により適正に実施する。なお、詳細

は別表の通りとする。 

  作業項目別の作業内容及び参考周期 

 

作業項目 作業内容 参考周期 

窓ガラス・サッシ清掃

（外面・内面・間仕切り

ガラス） 

①ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈し

たものを塗布し、汚れを分解して窓用ス

クイジーで汚水を除去する。 

②ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取

る。 

③ガラス周りのサッシをタオルで清拭す

る。ただし、サッシの溝やサッシ全体の

清拭は含まない。 

※熱線反射ガラスは、窓用スクイジー等で

表面の金属皮膜を傷つけないように配慮す

るとともに、微粉塵によっても傷がつくお

それがあるので、水又は洗浄液を十分に塗

布してからスクイジー操作又は作業を行

う。また、金属皮膜は、強酸性洗浄剤や強ア

ルカリ性洗浄剤等に影響を受けるので、水

又は適正洗剤を使用する。飛散防止等を目

的としてガラス面にフィルムが張られてい

る場合も同様とする。 

外面 

２回／年 

内面 

２回／年 

 

照明器具清掃 適正洗剤を用いて管球、反射板、カバーなど

を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちな

い場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭き

する。 

１回／年 

換気扇清掃 ①換気扇下の床面を養生する。 

②換気扇内部に付着しているホコリ等を除

塵する。 

③換気扇保護カバーの表面のホコリ等を拭

き取る。 

２回／年 

空調フィルター清掃 ①洗浄タイプは中性洗剤を用いて、高圧洗

浄機により洗浄し、十分に乾燥させる。

雨天等により乾燥が不十分になる場合は

掃除機による吸塵も可能とする。 

②非洗浄タイプは掃除機などで吸塵を行

う。 

２回／年 

雨樋清掃 雨樋の砂・泥・草・コケ等を除去する。 ２回／年（１階） 

１回／年（２階） 

   

９ 施設図面 

 別紙のとおり 

 



１階会議室

男子休憩室

女子休憩室

男
子

ロ
ッ
カ
ー
室

女
子

ロ
ッ
カ
ー
室

印
刷
室

出入口

警備員室

機械室

１階
倉庫

地域総務課書庫

選管倉庫①

１階

コンピューター室

建設課書庫

電話交換機室

選管倉庫②

ＭＤＦ室

職員組合

宿直室

古紙回収室



授乳室

２階

健康福祉課 区民生活課
戸籍書庫

健康福祉課



連絡便棚

区長室 地域総務課

建設課

教育
支援センター

ｶｳﾝﾀｰ

３階

選挙事務室
３階共有
スペース

３階書庫

３階階段脇倉庫

３０１会議室



産業振興課

401会議室

書庫③

介護認定
審査室

404会議室

自治協議会
委員室 講堂

農業
振興
公社

４階

403会議室

405
会議室
(和室）

安心安全係

総務係

書庫⑦

書庫①

書庫②

書庫④

書庫⑤

書庫⑥

書庫⑧

書庫⑨

４階階段脇倉庫



講堂天井位置

５
階
西
倉
庫

５
階
東
倉
庫

屋上出入口

５階

屋上出入口





別表　＜本庁舎＞

階
区
分

名称 床材質等

床
面
積

（
㎡

）

窓
面
積

（
㎡

）

作
業
時
間
　

注
1

除
塵

吸
塵

部
分
水
拭
き

全
面
水
拭
き

洗
浄

水
洗
い

玄
関
ガ
ラ
ス

　
部
分
拭
き

什
器
備
品
　

除
塵

ご
み
箱
　
ご

み
収
集

金
属
部
分
　

除
塵

手
す
り
　
拭

き

窓
台
　
除
塵

・
部
分
拭
き

扉
・
便
所
へ

だ
て
　
部
分
拭
き

洗
面
台
・
水

栓
　
拭
き

鏡
　
拭
き

衛
生
器
具
　

洗
浄

衛
生
消
耗
品

　
補
充

汚
物
容
器
　

汚
物
収
集

流
し
台
　
洗

浄

厨
芥
容
器
　

厨
芥
収
集

壁
・
扉
・
操

作
盤
　
部
分
拭
き

扉
溝
　
吸
塵

壁
・
扉

（
浴

室
等

）
　
拭
き

椅
子
・
洗
面

器
　
拭
き

排
水
口
　
ご

み
収
集

足
ふ
き
マ

ッ
ト
　
乾
燥

脱
衣
棚
・
脱

衣
か
ご
　
拭
き

消
耗
品
　
補

充

玄
関
廻
り
床

　
除
塵
・
水
拭
き

犬
走
り
・
構

内
通
路
等
　
拾
い
掃
き

屋
上
広
場
・

ベ
ラ
ン
ダ
　
拾
い
掃
き

洗
浄
A
　

（
洗
浄
及
び
ワ

ッ
ク
ス
塗
布

洗
浄
B
　

（
剥
離
洗
浄

）

洗
浄
C
　

（
洗
浄

）

洗
浄
D
　

（
洗
浄

）

洗
浄
E
　

（
洗
浄

）

洗
浄
F
　

（
洗
浄

）

窓
ガ
ラ
ス
・

サ

ッ
シ

（
外
面

）
　
清
掃

窓
ガ
ラ
ス
・

サ

ッ
シ

（
内
面

）
　
清
掃

間
仕
切
り
ガ

ラ
ス
　
清
掃

壁
面
　
清
掃

金
属
部
　
磨

き
清
掃

照
明
器
具
　

清
掃

換
気
扇
　
清

掃

空
調
吹
出
口

・
吸
込
口
　
清
掃

空
調
フ

ィ
ル

タ
ー

　
清
掃

ブ
ラ
イ
ン
ド

　
清
掃

ル
ー

フ
ド
レ

ン
　
清
掃

U
字
溝
・
集

水
桝
　
清
掃

外
部
建
具
　

清
掃

風除室 磁器質タイル 4.8 4.5 Ｂ 1/D 1/D 1/D 2/Y 2/Y

ホール 磁器質タイル 39.8 Ｂ 1/D 6/Y 1/Y

廊下 ビニル床シート 131.3 8.4 Ｂ 1/D 6/Y 2/Y 2/Y 1/Y

101会議室 ビニル床シート 116.5 28.0 Ａ 1/Ｍ 6/Y 2/Y 2/Y 1/Y

男子・女子更衣室 ビニル床シート 110.5 28.0 Ｂ 1/D 6/Y 2/Y 2/Y 1/Y

組合事務ｊ室 ビニル床シート 30.8 4.2 6/Y 2/Y 2/Y 1/Y

保健室 ビニル床シート 22.9 2.8 6/Y 2/Y 2/Y 1/Y

印刷室 ビニル床シート 5.6 Ｂ 1/D 2/Y 2/Y 1/Y

湯沸室 ビニル床シート 5.4 Ｂ 1/D 1/D 1/Y

便所（男子・女子） 磁器質タイル 10.5 Ｂ 1/D 1/D 1/D 2/D 2/D 2/D 2/D 2/D 2/D 1/Y

便所（多目的） ビニル床シート 4.0 Ｂ 1/D 1/D 1/D 2/D 2/D 2/D 2/D 2/D 2/D 1/Y

エレベーター ビニル床シート 1.7 Ｂ 1/D 1/D 1/D

男子・女子休憩室 畳 92.9 28.0 Ｂ 1/D 2/Y 2/Y 1/Y

機械室 219.5 45.0 2/Y 2/Y

階段 ビニル床シート 36.2 Ｂ 1/D 1/D 6/Y

風除室 磁器質タイル 15.3 22.0 Ｂ 1/D 1/D 1/D 2/Y 2/Y

市民ホール 磁器質タイル 171.2 18.0 Ｂ 1/D 6/Y 2/Y 2/Y 1/Y

廊下 ビニル床シート 145.3 Ｂ 1/D 1/D 6/Y 1/Y

湯沸室 ビニル床シート 6.5 Ｂ 1/D 1/Y

便所（男子・女子） 磁器質タイル 36.0 Ｂ 1/D 1/D 1/D 2/D 2/D 2/D 2/D 2/D 2/D 1/Y

事務室 ビニル床タイル 664.2 159.9 Ａ 1/Ｍ 1/D 6/Y 2/Y 2/Y 1/Y

階段 ビニル床シート 36.2 Ｂ 1/D 1/D 6/Y

廊下 ビニル床シート 173.0 Ｂ 1/D 1/D 6/Y 1/Y

事務室 ビニル床タイル 702.9 107.5 Ａ 1/Ｍ 1/D 6/Y 2/Y 2/Y 1/Y

301会議室 ビニル床シート 71.4 25.1 Ａ 1/Ｍ 2/Y 2/Y 1/Y

区長室 カーペット 23.7 5.7 Ａ 1/Ｍ 2/Y 2/Y 1/Y

湯沸室 ビニル床シート 7.2 Ｂ 1/D 1/Y

便所（男子・女子） 磁器質タイル 22.5 Ｂ 1/D 1/D 1/D 2/D 2/D 2/D 2/D 2/D 2/D 1/Y

階段 ビニル床シート 36.2 Ｂ 1/D 1/D 6/Y

廊下 ビニル床シート 187.6 Ｂ 1/D 6/Y 1/Y

事務室 ビニル床シート 225.7 53.2 Ａ 1/Ｍ 1/D 6/Y 2/Y 2/Y 1/Y

401会議室 ビニル床シート 58.5 9.5 Ａ 1/Ｍ 6/Y 2/Y 2/Y 1/Y

403会議室 ビニル床シート 103.5 30.5 Ａ 1/Ｍ 6/Y 2/Y 2/Y 1/Y

404会議室 ビニル床シート 46.8 9.5 Ａ 1/Ｍ 6/Y 2/Y 2/Y 1/Y

405会議室（和室） 畳 27.2 5.8 Ａ 1/Ｍ 2/Y 2/Y 1/Y

406会議室 ビニル床シート 46.8 7.6 Ａ 1/Ｍ 6/Y 2/Y 2/Y 1/Y

講堂 カーペット 172.5 Ｂ 1/Ｍ

自治協議会委員室 カーペット 44.0 20.9 Ａ 1/Ｍ 1/Y

旧選管事務室 ビニル床シート 39.0 22.8 Ａ 1/Ｍ 1/Y

介護認定審査室 ビニル床シート 25.0 9.5 Ａ 1/Ｍ 1/Y

湯沸室 ビニル床シート 6.5 Ｂ 1/D 1/Y

便所（男子・女子） 磁器質タイル 22.5 Ｂ 1/D 1/D 1/D 2/D 2/D 2/D 2/D 2/D 2/D

階段 ビニル床シート 36.2 Ｂ 1/D 1/D 6/Y

廊下・ホール ビニル床シート 77.4 13.0 Ｂ 1/D 6/Y 2/Y 2/Y 1/Y

便所（男子・女子） 磁器質タイル 4.0 Ｂ 1/D 1/D 1/D 2/D 2/D 2/D 2/D 2/D 2/D 1/Y

喫煙室 ビニル床タイル 12.2 3.8 Ｂ 1/D 1/D 2/Y 2/Y

4073.8 678.8

注1 日常清掃の作業時間について、Ａ：開設時間前もしくは閉鎖時間後、Ｂ：開設時間中可能　とする。

４
階

区
役
所

５
階

区
役
所

清掃対象面積合計

１
階

区
役
所

２
階

区
役
所

３
階

区
役
所

清掃箇所詳細
日常清掃（回／日・週・月） 定期清掃（回／月・年）

備考

床（内部） 床以外（内部） 外部 床（内部） 床以外（内部） 外部



別表　＜分庁舎＞

階
区
分

名称 床材質等

床
面
積

（
㎡

）

窓
面
積

（
㎡

）

作
業
時
間
　
注
1

除
塵

吸
塵

部
分
水
拭
き

全
面
水
拭
き

洗
浄

水
洗
い

玄
関
ガ
ラ
ス
　
部
分
拭
き

什
器
備
品
　
除
塵

ご
み
箱
　
ご
み
収
集

金
属
部
分
　
除
塵

手
す
り
　
拭
き

窓
台
　
除
塵
・
部
分
拭
き

扉
・
便
所
へ
だ
て
　
部
分
拭
き

洗
面
台
・
水
栓
　
拭
き

鏡
　
拭
き

衛
生
器
具
　
洗
浄

衛
生
消
耗
品
　
補
充

汚
物
容
器
　
汚
物
収
集

流
し
台
　
洗
浄

厨
芥
容
器
　
厨
芥
収
集

壁
・
扉
・
操
作
盤
　
部
分
拭
き

扉
溝
　
吸
塵

壁
・
扉

（
浴
室
等

）
　
拭
き

椅
子
・
洗
面
器
　
拭
き

排
水
口
　
ご
み
収
集

足
ふ
き
マ

ッ
ト
　
乾
燥

脱
衣
棚
・
脱
衣
か
ご
　
拭
き

消
耗
品
　
補
充

玄
関
廻
り
床
　
除
塵
・
水
拭
き

犬
走
り
・
構
内
通
路
等
　
拾
い
掃
き

屋
上
広
場
・
ベ
ラ
ン
ダ
　
拾
い
掃
き

洗
浄
A
　

（
洗
浄
及
び
ワ

ッ
ク
ス
塗
布

洗
浄
B
　

（
剥
離
洗
浄

）
注
2

洗
浄
C
　

（
洗
浄

）

洗
浄
D
　

（
洗
浄

）

洗
浄
E
　

（
洗
浄

）

洗
浄
F
　

（
洗
浄

）

窓
ガ
ラ
ス
・
サ

ッ
シ

（
外
面

）
　
清
掃

窓
ガ
ラ
ス
・
サ

ッ
シ

（
内
面

）
　
清
掃

間
仕
切
り
ガ
ラ
ス
　
清
掃

天
井
・
壁
面
　
清
掃

金
属
部
　
磨
き
清
掃

照
明
器
具
　
清
掃

換
気
扇
　
清
掃

空
調
吹
出
口
・
吸
込
口
　
清
掃

空
調
フ

ィ
ル
タ
ー

　
清
掃

ブ
ラ
イ
ン
ド
　
清
掃

雨
樋
　
清
掃

U
字
溝
・
集
水
桝
　
清
掃

外
部
建
具
　
清
掃

風除室 磁器質タイル 5.6 16.1 Ｂ 1/D 1/D 2/Y 2/Y

ホール ビニル床シート 14.8 Ｂ 1/D 1/D 6/Y 1/Y

廊下 ビニル床シート 17.6 Ｂ 1/D 6/Y 1/Y 2/Y

男子・女子更衣室 ビニル床シート 21.9 2.2 Ｂ 1/D 6/Y 2/Y 2/Y 1/Y 2/Y

湯沸室 ビニル床シート 4.8 Ｂ 1/D 2/Y

便所（男子・女子） ビニル床シート 10.4 2.5 Ｂ 1/D 1/D 2/D 2/D 2/D 2/D 2/D 2/D 2/Y

便所（多目的） ビニル床シート 5.3 Ｂ 1/D 1/D 2/D 2/D 2/D 2/D 2/D 2/D 2/Y

事務室 カーペット 209.0 26.2 Ａ 1/Ｍ 2/Y 2/Y 1/Y 2/Y 2/Y

男子休憩室 畳 36.2 8.8 Ｂ 6/Y 2/Y 2/Y 1/Y 2/Y

倉庫 31.6 2/Y

雨樋 １４．４ｍ 2/Y 4/Y

階段 ビニル床シート 14.1 Ｂ 1/D 6/Y

廊下 ビニル床シート 11.0 6.6 Ｂ 1/D 6/Y 2/Y 2/Y 1/Y 2/Y

会議室 ビニル床シート 61.9 12.8 Ｂ 1/D 6/Y 2/Y 2/Y 1/Y 2/Y 2/Y

倉庫 37.8 6.6 2/Y 2/Y

雨樋 １2．0ｍ 1/Y

444.2 75.2
注1 日常清掃の作業時間について、Ａ：開設時間前もしくは閉鎖時間後、Ｂ：開設時間中可能　とする。

清掃箇所詳細
日常清掃（回／日・週・月） 定期清掃（回／月・年）

備考

床（内部） 床以外（内部） 外部 床（内部） 床以外（内部） 外部

清掃対象面積合計

１
階

区
役
所

２
階

区
役
所



第１　庁舎清掃業務

１　目的

　　南区役所味方出張所庁舎の清掃を行うことにより、施設の美観及び清潔を保ち、衛生的な施設環境の維持を図ることを目的

　とする。

２　対象施設

　　対象施設は、次のとおりとする。

　（１）所在地 新潟市南区味方１５４４番地

　（２）施設名　 味方出張所

　（３）敷地面積 8,222.91㎡

　（４）面積等 構造：鉄筋コンクリート造地上３階　　 延床面積：2,637.07㎡　　　

清掃実施面積：屋内1、376.9㎡、１階窓ガラス368㎡

　（５）施設の開設時間等

　　　　月曜日～金曜日：午前８時３０分～午後５時３０分

　　　　閉庁日：土曜日、日曜日、祝日、１２月２９日～１月３日

３　履行期間

　　令和７年７月１日から令和１０年６月３０日まで

４　業務管理

　（１）受託者は、業務着手前に業務実施計画及び作業方法が分かる作業計画書等を提出し、新潟市（以下、「市」という。）

　　　の承諾を得なければならない。

　（２）受託者は、毎月の業務履行後に実績報告書等を市に提出する。

　（３）月毎に、業務の履行を市が確認し委託料を支払う。

５　一般的事項

　（１）この仕様書は作業の大要を示すものであり、市が指示した軽易な作業又は本仕様書に記載されていない事項であっても、

　　　受託者は業務実施計画に影響を及ぼさない範囲で実施するものとする。

　（２）次に掲げる部分の清掃は省略することができる。

　　　ア　ロッカー、家具等（椅子等軽微な什器を除く）があり清掃不可能な部分。

　　　イ　電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分。

　　　ウ　執務中の清掃場所又は部位で、あらかじめ市に指示を受けた場合。

　（３）受託者は、本仕様書に基づき清掃業務実施報告書を作成して、作業日の作業終了毎に市に提示し、市の確認を受ける。

　（４）受託者は、業務に従事する従事者の配置にあたっては、経験豊かで有能な者を選ぶこと。

　（５）受託者は、業務を統括するため、清掃業務経験が３年以上あり従事者を指導監督する能力を持ち、かつビルクリーニン

　　　グ技能士の資格を有する者を１名業務責任者として選任すること。

　（６）業務責任者は、月１回以上対象施設を巡回し、施設の美観及び清潔を保ち衛生的な執務環境の維持を図るために必要

　　　な指導監督を清掃業務従事者に対して行わなければならない。

　（７）受託者は、業務従事者の教育指導に万全を期し、風紀及び規律の維持に責任を負い、秩序の維持に努めるものとする。

　（８）従事者の作業服は統一し清潔なものとする。なお、名札を付ける等見分けを容易にすること。

　（９）市は、業務に関する指示等を行う際は受託者に対して行い、受託者の従事者に対し直接これを行ってはならない。

　（10）市は、受託者に対し業務において契約書及び本仕様書に適合しないと認めたときは、その業務の内容変更及び手直しを

　　　命ずることができる。

　（11）受託者及び従事者は、業務上知り得た市の業務に関する事項を他人に漏らしてはならない。なおその職を退いた後も同

　　　様とする。

　（12）受託者は、次に掲げる清掃用具のほか、清掃場所の床材等、各材質の特性及び機能を充分把握したうえ、最適の清掃用

　　　具、清掃資材を用意し使用すること。なお、その選択にあたっては環境汚染の少ないものを優先すること。

　　　ア　真空掃除機

　　　イ　吸水用真空掃除機

　　　ウ　床洗浄機（ポリッシャー、自動床洗浄機）

　　　エ　床磨き機（バフィングマシン）

　（13）使用する清掃用具、清掃資材、支給材料又は貸与物品以外の消耗品はあらかじめ市の承諾を受けること。

　（14）日常清掃に使用する清掃用具、清掃資材及び消耗品は、市より指示された場所に整理して保管すること。

　（15）水道水、電力の使用については、必要最小限にとどめ、特に照明は作業終了次第直ちに消灯すること。

　（16）次の材料、物品等は市が支給又は貸与する。

　　　ア　支給材料：トイレットペーパー、水石鹸、ごみ回収用ビニル袋、その他市が必要と認める物品

味方出張所清掃業務仕様書
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　　　イ　貸与物品：倉庫及び必要な備品

　（17）業務実施中施設に異常を発見した場合は、その都度市へ連絡しその指示を受けるものとする。

　（18）業務の遂行にあたって関係法令を遵守し、火災、危害等の防止に注意するとともに、危険を伴う業務には十分に安全を

　　　確保しなければならない。

　（19）受託者は、委託契約が満了する際は、事前に手順書、業務引き継ぎ書及びその他必要な関係資料等を作成し、市及び後

　　　任の受託者への引き継ぎを行うこと。

　（20）施設の利用状況や勤務者数、利用者数などに大きな変化があった場合、それに応じて業務内容や契約内容、契約額等が

　　　変更になることがある。

　（21）市が実施する賃金の抜き取り調査に協力すること。

　（22）賃金の抜き取り調査の結果に基づき、市から是正指導等を受けた場合は、誠意を持って対応すること。

６　清掃業務区分

　　日常清掃、定期清掃及び特別清掃とする。

７　清掃業務実施時期

　（１）日常清掃

　　　　閉庁日を除いた、原則月曜日、水曜日、金曜日の午前９時～１２時の間に行う。

祝日（閉庁日）が月曜日、水曜日、金曜日にあたるときは、その日を除く。

　（２）定期清掃

　　　　年２回、原則として閉庁日の出張所業務に支障のない日に行う。

　（３）特別清掃

　　　　年１回、市と別途協議のうえ行う。

８　清掃業務の内容

　（１）用語の定義

　　　ア　「日常清掃」とは、１日もしくは週又は月単位の短い周期で日常的に行う清掃をいう。

　　　イ　「定期清掃」とは、月又は年単位の周期で定期的に相当の間隔をおいて行う清掃をいう。

　　　ウ　「特別清掃」とは、年間１回程度行う清掃をいう。

　　　エ　「衛生消耗品」とは、トイレットペーパー、水石鹸、ごみ回収用（サニタリーボックスなど）のビニル袋等をいう。

　　　オ　「適正洗剤」とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、業務従事者の人体及び環境に配慮したもの

　　　　をいう。

　（２）日常清掃

　　　　日常清掃は、以下のアの場所別、仕上げ別に応じたそれぞれの作業内容により適正に実施する。

　　　　汚れの目立つ部分は、汚れに応じて適正洗剤を用いて汚れを除去する。

　　　　作業面積

　　　　　３回／週（月曜日、水曜日、金曜日が祝日にあたるときは、この限りでない。）

　　　　　　１階３８６．１㎡＋２階８６．４㎡＋３階３３㎡＝５０５．５㎡

　　　　　１回／週（月曜日、水曜日、金曜日いずれかの日に行う。）

　　　　　　１階６１５．５㎡＋２階１７２．４㎡＋３階８３．５㎡＝８７１．４㎡

　　　ア　場所別、仕上げ別の作業内容

区分 階

ごみ取り、モップ拭き

マット掃除機かけ

エントランスホール 磁器質タイル ごみ取り、モップ拭き

自販機コーナー ビニル床タイル ごみ取り、モップ拭き

通路 ビニル床タイル 掃き拭き

図書室 磁器質タイル ごみ取り、モップ拭き

畳掃除機かけ、掃き拭き

風呂場・浴槽の洗浄

湯沸ごみ取り、シンク清掃

トイレ清掃（手洗含む）

衛生消耗品の補充

トイレ清掃（手洗含む）

衛生消耗品の補充

トイレ清掃（手洗含む）

衛生消耗品の補充

湯沸室 塩ビシート 掃き拭き、ごみ取り、シンク清掃

風除室（正面玄関）

障がい者用便所

22.9

男子便所２、女子便所２

場所 仕上げ 作業内容 清掃頻度面積(㎡) 小計(㎡)

男子便所１、女子便所１

14.1

風除室（職員退庁後の利
用者入口）

パイルマット マット掃除機かけ 3.3

宿直室

29.0

１階

畳、塩ビシート

磁器質タイル

塩ビシート

ビニル床タイル

386.1 ３回／週

5.6

4.0

12.0

磁器質タイル、
パイルマット

12.0

80.0

36.6

7.5
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ロビー ビニル床タイル 掃き拭き

客溜、待合ホール ビニル床タイル 掃き拭き

風除室（脇玄関） パイルマット マット掃除機かけ

図書室（児童） タイルカーペット 掃除機かけ

コミュニティ協議会室 塩ビシート 掃き拭き

エレベーター 弾性床 掃き拭き

事務室 タイルカーペット 掃除機かけ

教育相談室相談室 タイルカーペット 掃除機かけ

タイルカーペット 掃除機かけ

教育相談室職員室 タイルカーペット 掃除機かけ

階段１ ビニル床タイル 掃き拭き

階段２ 塩ビシート 掃き拭き

玄関廻り 磁器質タイル 除塵

休憩室 畳 畳掃除機かけ

トイレ清掃（手洗含む）

衛生消耗品の補充

湯沸室（休憩室隣） 塩ビシート 掃き拭き、ごみ取り、シンク清掃

通路１ ビニル床タイル 掃き拭き

ホール タイルカーペット 掃除機かけ

通路２ タイルカーペット 掃除機かけ

通路３ タイルカーペット 掃除機かけ

図書閲覧コーナー ビニル床タイル 掃き拭き

階段１ ビニル床タイル 掃き拭き

階段２ 塩ビシート 掃き拭き

ホール タイルカーペット 掃除機かけ

休憩コーナー ビニル床タイル 掃き拭き

通路 ビニル床タイル 掃き拭き

バルコニー 灰皿の水洗、吸殻処理

　（３）定期清掃

　　　　定期清掃は、以下のアの場所のビニル床タイル、塩ビシートの表面剥離、洗浄、ワックス塗布を行う。

　　　　作業の最初に椅子等軽微な什器、備品の移動を行う。また、作業の最後に移動した什器、備品は元の位置に戻す。

　　　　作業面積　１階２７９．８㎡＋２階１０９㎡＋３階５５．５㎡＝４４４．３㎡

　 　 ア　場所別、仕上げ別の作業内容

区分 階

自販機コーナー ビニル床タイル

通路 ビニル床タイル

塩ビシート

塩ビシート

ビニル床タイル

湯沸室 塩ビシート

ロビー ビニル床タイル

客溜、待合ホール ビニル床タイル

コミュニティ協議会室 塩ビシート

階段１ ビニル床タイル

階段２ 塩ビシート

湯沸室（休憩室隣） 塩ビシート

通路 ビニル床タイル

図書閲覧コーナー ビニル床タイル

階段１ ビニル床タイル

階段２ 塩ビシート

休憩コーナー ビニル床タイル

通路 ビニル床タイル

塩ビシート

小計(㎡)

表面剥離、洗浄、ワックス塗布

12.0

作業内容

61.0

18.0

8.5

18.4

35.0

25.4 172.4

33.0 33.0

83.5

清掃頻度

３回／週

7.5

23.6

44.5

86.4

トイレ清掃（手洗含む）
衛生消耗品の補充

定
期
清
掃

１階

３階

３回／週

１回／週

２階

１回／週
7.5

15.0

6.3

51.2

364.0

47.6

106.7

33.0

27.0

23.6

44.9

場所 仕上げ 面積(㎡)

日
常
清
掃

男子便所、女子便所、障
がい者用便所

塩ビシート
男子便所、女子便所、障
がい者用便所

教育相談室おおぞら教室

３階

男子便所、女子便所、障
がい者用便所

２階

男子便所、女子便所、障
がい者用便所

表面剥離、洗浄、ワックス塗布

塩ビシート

7.5

18.0

宿直室 14.1

18.0

23.6

106.7

5.6

47.6

障がい者用便所 4.0

男子便所２、女子便所２

表面剥離、洗浄、ワックス塗布

塩ビシート

55.5

109.0

279.8

１回／６ヶ月

7.5

15.0

26.6

23.6

33.0

33.0

8.5

18.4

7.5

14.1

615.5 １回／週

26.6

18.0

4.8

35.6

63.2
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　（４）特別清掃

　　　　特別清掃は、１階の窓ガラス（両面）清掃及び事務室のカーペット洗浄を行う。

区分 階

　（５）施設内の清掃対象範囲は、別紙図面のとおり

第２　受水槽清掃業務

１　目的

　　南区役所味方出張所内の受水槽の清掃及び水質検査をを行うことにより、衛生的で安全な飲料水の確保を図ることを目的と

　する。

２　対象設備

　　南区役所味方出張所内の受水槽

３　履行期間

　　庁舎清掃業務履行期間と同じ

４　清掃業務の内容

　　専門知識を有する技術者を派遣し、受水槽の衛生管理を次の事項に基づいて行うものとする。

　（１）受水槽容量　 ５㎥

　（２）実施回数

　　　　年１回、実施時期は市、受託者協議して決定する。

　（３）清掃方法

　　　　新潟市貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱により行うものとする。

　（４）水質検査

　　　　清掃後、水質検査を行うこと。検査項目は、新潟市貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱による。

５　提出書類

　　受託者は、業務履行後に貯水槽清掃報告書及び写真を１部提出すること。また、貯水槽の清掃実施状況を所轄官庁へ報告す

　ること。

６　支払方法

　　業務完了払い

７　その他

　　業務に必要な器具、消耗品などは、受託者が負担するものとする。ただし、用水、電気等は市の負担とする。

掃除機を使用し、丁寧に吸塵を
行う。
カーペット用洗剤を塗布後ス
チーム洗浄し、汚水回収を行
う。
濡れている間に目立てブラシに
て目立てを行い、乾燥させる。
作業はカーペットを損傷しない
よう細心の注意を払い行う。

350 350 １回／年タイルカーペット事務室

１階

特
別
清
掃

場所 仕上げ 作業内容 面積(㎡) 小計(㎡) 清掃頻度

窓ガラス両面を専用液で汚れを
除去し、スクイジーで拭き取
り、同時にサッシ部分の汚れを
落とし、水拭きする。

ガラス面 368 368 １回／年
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月潟出張所清掃業務仕様書 

１ 目 的 
 新潟市南区役所月潟出張所の清掃を行うことにより、庁舎の美観及び清潔を保ち、衛生的な

執務環境の維持を図ることを目的とする。 
 
２ 対 象 
 ⑴ 所在地    新潟市南区月潟５３５番地 
 ⑵ 施設名    月潟出張所 
 ⑶ 敷地面積   ６,３１５．０３㎡ 
 ⑷ 面積等    構 造  鉄筋コンクリート２階建 一部Ｒ階 
          延床面積  １,４０３．８２㎡ 
          清掃実施床面積  ８８６．１０㎡ 
          ガラス清掃面積  ２８２．４㎡ 
 ⑸ 施設の開設時間  平日 ８：３０～１７：３０ 
 
３ 委託期間 
 令和７年７月１日から令和１０年６月３０日まで 
 
４ 業務管理 
 ⑴ 受託者は業務履行後に履行届・報告書を市に提出する。 
 ⑵ 月毎に、すべての業務の履行を市が確認し委託料を支払う。 
 
５ 一般的事項 
⑴ この仕様書は作業の概要を示すものであり、市が指示した軽易な作業又は本書に記載さ

れていない事項であっても、受託者は業務実施計画に影響を及ぼさない範囲で実施するも

のとする。 
 ⑵ 受託者は、仕様書及び基準表に基づき下記の書類を作成して市に提出し、市の承諾を得

ること。 
  ア 清掃業務実施計画書   

前期計画書を契約と同時に、後期計画書を１月末日までに提出する。 
  イ 清掃業務実施報告書   

月毎に、最終実施日の翌営業日までに提出する。 
 ⑶ 受託者は、年２回以上対象施設を巡回し、庁舎の美観及び清掃を保ち衛生的な執務環境

の維持を図るために必要な指揮監督を清掃業務従事者に対して行わなければならない。 
 ⑷ 受託者は、業務従事者の教育指導に万全を期し、風紀及び規律の維持に責任を負い、秩

序の維持に努めるものとする。 
 ⑸ 従事者の作業服は統一し清潔なものとする。なお、名札を付ける等見分けを容易にする

こと。 
 ⑹ 市は、受託者に対し業務において契約書及び本仕様書に適合しないと認めたときは、そ

の業務の内容変更及び手直しを命ずることができる。 



 ⑺ 受託者及び従事者は、業務上知り得た市の業務に関する事項を他人に漏らしてはならな

い。なおその職を退いた後も同様とする。 
 ⑻ 受託者は、次に掲げる清掃用具のほか、床材質の特性を十分検討のうえ最適の清掃用具・

清掃資材を用意し使用すること。 
  ア 真空掃除機 
  イ 吸水用真空掃除機 
  ウ 床磨き機（ポリシャー、自動床洗浄機、バフィングマシン）  
⑼ 水道水、電力の使用については、必要最小限にとどめ、特に照明は作業終了次第に直ち

に消灯すること。 
 ⑽ 次の材料は、市が支給する。 
    支給材料 
    トイレットペーパー、ビニール袋等市が必要と認める物品 
 ⑾ 業務実施中庁舎に異常を発見した場合は、その都度市へ連絡しその指示を受けるものと

する。 
 ⑿ 業務の遂行に当たって関係法令を遵守し、火災、危害等の防止に注意するとともに、危

険を伴う業務には十分に安全を確保しなければならない。 
 ⒀ 契約終了時には、次の受託者が円滑に業務を開始できるように十分な引継ぎを行わなけ

ればならない。 
 ⒁ 機械警備の鍵等については、管理を徹底するとともに、第三者に使用させることはない

こと。 
 ⒂ この他、業務遂行上附帯的に実施が必要となる事項については、市の指示に従って実施 
  しなければならない。 
 ⒃ 市が実施する賃金の抜き取り調査に協力すること。 

 ⒄ 賃金の抜き取り調査の結果に基づき、市からの是正指導を受けた場合は、誠意を持って

対応すること。 
 
６ 清掃業務区分 
 日常清掃及び定期清掃とする。 
 
７ 清掃業務実施時期 
 ⑴ 日常清掃 
   土曜日又は日曜日の、業務に支障のない日に行うこと。 
 ⑵ 定期清掃 
   市と別途協議のうえ行うこと。 
 ⑶ その他、行事の開催等に伴い清掃業務の必要が生じた時は、委託者の指示に従い清掃を

実施しなければならない。その場合上記⑴、⑵によらないこともありうる。 
 
 
 
 



８ 清掃業務の内容 
 ⑴ 日常清掃 

項  目 内    容 
床面清掃 ほうき及び化学処理モップを用いて床の埃をとる。 
床水まき・モップ拭き 清水をまき、モップは強く絞って拭く。 
床水拭き・モップ拭き 清水を用い、モップは強く絞って拭く。 
鏡磨き 洗剤、水で掃除し柔らかい布で空拭きする。 

汚物処理 
洗面所等の汚物は、指定の場所へ搬出し容器は洗剤等で

汚れを除去する。 

衛生陶器類薬品清掃 
（便器） 

便器を薬品で清掃し、尿着色防除を行い便器外面及びそ

の附帯部その他衛生陶器は、トイレットクレンザーを使

用し清掃する。 
消耗品補充 トイレットペーパーの残量を確認し取り替える。 
畳除塵 真空掃除機で吸塵し、汚れがある場合は洗剤で除去す

る。 

カーペット除塵 
真空掃除機で吸塵し、織り目にそって清掃する。汚れが

ある場合は洗剤で除去する。 

床面ワックス補修 
床の汚れ具合をみて、ドライ洗浄法と水洗い方式を併用

し、ワックス塗布を行う。 
手すり、カウンター、パーテー

ション、ソファー、備品等清掃 
ちり払いのうえ、場所により水拭き又は空拭きとする。 
特に汚れの目立つ所は、洗剤で汚れを除去する。 

 
⑵ 定期清掃 

項  目 内    容 

カーペット洗浄（高温スチーム） 
しみ取り、補修、養生等事前処理バキューム作業、全体

クリーニング、すすぎクリーニング、乾燥後起毛作業を

行う。 
エアコンフィルター清掃 フィルターを取外し、吸塵し、汚れがある場合は除去す

る。 

扉拭き 
ちり払いのうえ、場所により水拭き又は空拭きとする。 
特に汚れの目立つ所は、洗剤で汚れを除去する。 

照明器具清掃 
カバーは洗剤を塗布した後、ナイロンパット等で汚れを

落とし水拭きする。管球は取り外し、洗剤で洗った後水

拭きする。 

窓ガラス清掃 
ガラス両面に特殊洗剤を薄く塗布する。ウインド・スク

イジー等の器具を使い拭き取りをし、その後タオルで仕

上げる。窓、サッシ等に付着した水分を拭き取る。 

事務室仕切り板拭き 
ちり払いのうえ、場所により水拭き又は空拭きとする。 
特に汚れの目立つ所は、洗剤で汚れを除去する。 

 



清掃作業実施基準表 表中の数字は，回数を示すものとする（0.25は月1回とする）。
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ガ
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階別 名称 材質等 面積（㎡）

風除室 タイル 12.0 1 1 1

事務室(交流スペース等含む） タイルカーペット 377.8 1 1 1 1 1

会議室 Pタイル 25.2 1 1 1

物品庫② タイルカーペット 22.4 1 1 1

男子ロッカー室 カーペット 13.1 1 1

女子ロッカー室 カーペット 7.2 1 1 1 1

宿直室・休憩室 畳・板張等 26.0 1 1 1

北側階段（1～2階） Pタイル 18.8 1 1 1

南側階段（1～2階） Pタイル 18.8 1 1 1

廊下①② Pﾀｲﾙ・ｶｰﾍﾟｯﾄ 32.3 1 1 1 1

廊下③ ビニール床シート 6.3 1 1

廊下④ Pタイル 6.3 1 1

給湯室 ビニール床シート 2.2 1 1

男子トイレ タイル 9.7 1 1 1 1 1 1 1

女子トイレ タイル 7.4 1 1 1 1 1 1 1

多目的トイレ ビニール床シート 6.8 1 1 1 1 1 1 1 1

渡り廊下 ビニール床シート 47.4 1 1

小　計 639.7

和室 畳敷き・縁板張 33.6 1 1 1

会議室 タイルカーペット 31.8 1 1 1 1

防災行政無線室 板張 11.5 1 1

旧議員控室 タイルカーペット 31.8 1 1 1 1

廊下 Pタイル 104.1 1 1

給湯室 Pタイル 2.2 1 1

男子トイレ タイル 9.7 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1

女子トイレ タイル 7.4 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1

小　計 232.1

南側階段（2～R階） Pタイル 14.3 1 1 1 1

小　計 14.3

タイル 46.2

Pタイル 189.7

Pタイル（1部ｶｰﾍﾟｯﾄ） 32.3

合　　計 ビニール床シート 62.7

畳・板張等 71.1

カーペット 20.3

タイルカーペット 463.8

886.1

①エアコンフィルター清掃箇所

　　1階：事務室7台，会議室1台，物品庫②1台，宿直室1台
　　2階：和室2台，会議室1台，防災行政無線室1台，旧議員控室1台

②扉拭き（ガラス面含む）
　　1階：風除室内側自動扉，事務室廊下④側扉，廊下①職員玄関側扉，廊下①機械室側扉，男女更衣室扉，男女トイレ扉
　　2階：男女トイレ扉
　　R階：扉

③照明器具清掃
　　2階：各室6台
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作業項目床仕上げ

定期清掃 特別清掃

週 １０回/年 ２回/年 １回/年



　 　 　

　
　

　 　 　
　

　

 

階 階
タイル 正面玄関 Ｐタイル 廊下
Ｐタイル 会議室 給湯室

北側階段 畳・板張等 和室
南側階段 防災行政無線室
廊下④ タイルカーペット 会議室

ビニール床シート 廊下③ 旧議員控室
給湯室 ２階面積計
多目的トイレ
渡り廊下 Ｒ階　Ｐタイル 南側階段

カーペット 男子ロッカー室 １階（男女）
女子ロッカー室 2階（男女）

タイルカーペット 出張所事務室 清掃床面積計（１，２，Ｒ階，トイレ）
交流ｽﾍﾟｰｽ
多目的会議室 １階
物品庫② 2階
廊下① ガラス清掃面積計
廊下②

畳・板張等 休憩室 事務室仕切り板
畳・板張等 宿直室

１階面積計 タイル
Ｐタイル
ビニール床シート
畳・板張等
カーペット
タイルカーペット ※（洗浄）

ガラス清掃
事務室仕切り板

104.112.0

14.3

161.0

62.7

377.8

2.2

11.5

31.8
215.0

31.8

面積（㎡）

配置図（２階）

名　称

配置図（R階）
床材質等 名　称

25.2

床材質等

給
湯
室

面積（㎡）

新潟市南区役所月潟出張所

押入 押入

南側階段下倉庫 保
管
室

給
湯
室

北側階段下倉庫

配置図（1階）

窓口カウンター

17.1
17.1

282.4

金庫

13.1
47.4

22.4
26.0

7.2

12.0

33.6

2.2

463.8

38.1

トイレ

886.1

ガラス清掃
121.4
282.4

189.7

38.1

Ｐタイル（1部ｶｰﾍﾟｯﾄ） 32.3
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物品庫① １階書庫

物品庫②

会議室
多目的会議室交流スペース

正面玄関

出張所事務室

公民館

出張所長

庭 園 旧議員控室
２階書庫① ２階書庫②

文書分類センター⑤－A
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文書分類センター①－A

文書分類センター①－B

防災行政無線室

文書分類センター②－A

文書分類センター③－B文書分類センター②－Ｂ

文書分類センター③－Ａ

和室

サーバー室

廊 下①

廊

下
②

廊

下
③

廊

下
④

２階書庫②

ガラス清掃箇所

扉清掃箇所

床面清掃箇所



  

賃金の変動に基づく契約金額の変更に係る 

特約条項第 1条第 1項に係る特記仕様書 

 

 

本委託業務は賃金の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項第 1 条第 1

項を適用する契約である。 

 

１ 変動の対象となる経費は、未履行業務に対応する直接人件費に相当する額

とし、本委託業務における直接人件費とは、受託者が本委託業務に直接従事す

る者に、本委託業務に従事した対償として支払う、労働基準法（昭和 22 年 4

月 7 日法律第 49 号）第 11 条に規定する賃金をいう。 

なお、本委託業務に直接従事する者に対する健康保険、厚生年金保険、労働

保険等の事業者負担額及び児童手当拠出金等の法定福利費は、変動の対象とは

ならない。 

 

２ 本委託業務における賃金水準は、新潟県最低賃金（以下「最低賃金」という。）

とする。 

 

３ 本契約の変更金額は、本契約締結時に受託者から提出された契約金額内訳

書により算出する。 

 


